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　毎年10月に開催してきました社協まつりは、

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年

に引き続き本年度も中止とさせていただきます。

　来年はコロナ感染が収束することを祈り、社協

まつり開催に向け知恵を絞り準備してまいりま

すので、皆様のご理解ご協力をお願いします。
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■心配ごと相談は、随時受付ています。事前に社会福祉協議会(７６－５５２２)へ連絡をお願いします。

給食サービス
２月16日(水)
３月９日(水)
３月23日(水)

10月13日(水)
10月27日(水)
11月10日(水)

11月24日(水)
12月８日(水)
12月22日(水)

１月12日(水)
１月26日(水)
２月９日(水)

法律相談
10月22日
11月26日

(要予約)  午後3時～午後5時
※相談場所…社協相談室

12月17日

結　婚　相　談
10月９日 午前10時～正午

10月24日 午後1時30分～午後3時30分

11月13日 午前10時～正午

11月21日 午後1時30分～午後3時30分

12月11日 午前10時～正午

12月26日 午後1時30分～午後3時30分

※相談場所…松寿荘 相談室

☎76-7604

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、お昼を挟まない半日でのご利用をお願いしています。

（感染拡大状況によっては、変更となる場合があります）ご理解とご協力をお願いします。
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「ぽっかぽかの家」の予定表
　ぽっかぽかの家では、コロナ禍において少人数でも気軽にできるイベ

ントを開催しています。また、10月は切り絵サークル、12月は絵手紙

サークルの皆さんの作品展示を行っています。

　お友達をお誘いし、お気軽にお越しください。少人数ですが、気持ち

は「密」に温かく、皆さまのお越しをお待ちしています(^^)/

新型コロナウイルス感染症の感染状況に

よって、イベントを休止する場合が有りま

す。あらかじめご了承ください。

また、持ち物が必要になるイベントもござ

います。お気軽にお問い合わせください。

サークル活動日

▶絵手紙サークル
　　 毎週月曜日 午後

▶パッチワークサークル
　　 毎週水曜日 午前

▶切り絵サークル
　　 毎週金曜日 午前
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ボランティアさんの一生懸命な姿 　に
　　　　　　勇気と希望をもらいました

赤い羽根共同募金
今年もみなさまのご協力を
お願いします!

　赤い羽根共同募金は、戦後間もない昭和22(1947)年に、市民が主体の民間運動として始まり

ました。

　当初は戦後復興の一助として、被災した戦災孤児等、福祉施設を中心に支援が行われ、その

後、法律(現在の「社会福祉法」）に基づき、地域福祉の推進のために活用されてきました。

　社会の変化の中、赤い羽根共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ

るよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を支援する、「じぶんの町を良くす

るしくみ。」として、平成 28年に創設70周年を迎えました。

　長野県共同募金会南箕輪村共同募金委員会は、今年も10月１日から「じぶんの町を良くす

るしくみ」をスローガンに、赤い羽根共同募金に取り組みます。

　集めた募金は、全額県共同募金会へ納め、募金額に応じて翌年の各市町村社協へ配分金

が決定されます。この他に、県共同募金会から県下の様 な々福祉事業に配分されます。

　令和３年度の南箕輪村社協への配分金は1,025,187円で、次のように配分する予定です。

　長野県共同募金会南箕輪村共同募金委員会は、今年も10月１日から「じぶんの町を良くす

るしくみ」をスローガンに、赤い羽根共同募金に取り組みます。

　集めた募金は、全額県共同募金会へ納め、募金額に応じて翌年の各市町村社協へ配分金

が決定されます。この他に、県共同募金会から県下の様 な々福祉事業に配分されます。

　令和３年度の南箕輪村社協への配分金は1,025,187円で、次のように配分する予定です。

　　県全体で………394,948千円

　　南箕輪村で …………  208万円 を目標にしています。

　　１世帯あたり500円 を目安に、ご協力をお願いします。

今
年
は

★ 一人暮らし老人の給食サービスに １７９,８７２円

★ 社協だより発行・ボランティア事業等 ５３６,６５０円

★ 各地区のふれあいサロン事業等に ３０８,６６５円

赤い羽根共同募金は、「じぶんの町を良くするしくみです。」

子ども食堂

障がい者の就労支援 災害ボランティア支援

ひとりで食べるご飯と違う味がする

自分の仕事に誇りをもち、自信となり、
　　　日々の作業の励みになっています

高齢者サロン

生活にはりができ

　　健康になりました

住民・団体・企業・学校等 寄付者・共同募金ボランティア➡

共感・賛同・参加

福祉施設・福祉団体・
社会福祉協議会等

未来を
　描くしくみ

配分計画

想いを
　託すしくみ

配分審査
共同募金会

共同募金委員会

共感を
　募るしくみ

募金運動

想いを
  叶えるしくみ

配分事業
地域福祉の
課題解決

理事会・評議員会・配分委員会

運営委員会・診査委員会

共同募金配分事業を公募します
安心・安全なまちづくり活動配分の公募 

（1）会の事業目的を明記した会則等を有する非営利の住民組織団体で、1年以上の活動実績を有する団体が市町村域
内において、地域住民を対象として行う防災、防災啓発・実施事業。ただし、県的連合体又は連盟組織における各地域
組織等に位置付けられているものは除きます。※防災物品の整備については、対象物品に制限がありますのでご確
認ください。

（2）保育所を運営する社会福祉法人が、防災、防犯を目的として行う施設整備事業。
（3）その他対象となる団体及び対象となる物品の要件がありますので、村共同募金委員会へご確認ください。

（1）については、配分対象事業に直接必要とする経費（管理運営費は対象外）とし、配分額は1団体20万円を限度としま
す。

（2）については、配分対象事業に直接必要とする経費（管理運営費は対象外）の75％以内とし、配分額は1団体30万円
を限度とします。

・過去に本配分事業の配分を受けている団体は対象外となります。

◆配分額

◆その他

◆配分対象団体および配分対象事業（令和４年4月から1年以内の間に行う事業）

　地域の安心・安全な暮らしを住民とともにつくる活動を支援するため、下記の内容で共同募
金配分事業を公募いたします。

10月１日～１２月３１日

◆申 請 受 付 期 限　令和３年11月20日

◆書類請求・提出先　南箕輪村共同募金委員会　電話 76－5522

　被災地支援の他にも、皆さんの地域での防災備品の整備、福祉施設の整備、
高齢者や障がい者のサロン等、たくさんの小さな活動を支援してい
ます。これからも、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
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新型コロナウイルス感染拡大の影響による休業や失業等により、
生活資金にお悩みの皆様へ

新型コロナウイルス感染拡大の影響による休業や失業等により、
生活資金にお悩みの皆様へ

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

※申込受付期間が延長されました。

　長野県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活福祉資金貸付事業を実施しています。
　今回、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、緊急小口資金・総合支援資金について特例に
よる貸付を実施しています。

■ 緊急小口資金特例貸付

申込受付期間：令和2年3月25日～令和3年11月30日

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり緊急かつ一時的に生計の維持が困難と

なった場合に、生活費用の貸付を行います。

　貸 付 対 象：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり緊急かつ一時的な生計維持

のための貸付を必要とする世帯

　貸付上限額：一世帯10万円以内 

　　ただし以下の場合は、20万円以内

①世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき　②世帯員に要介護者がいるとき　③世帯員が

４人以上いるとき　④世帯員にⅰまたはⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき　ⅰ新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子。　ⅱ風邪症状など新型コロナウイルスに

感染したおそれのある、小学校等に通う子。　⑤世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少によ

り生活に要する費用が不足するとき

　据置期 間：貸付の日から1年以内

　償還期 限：据置期間経過後2年以内

　●持参していただくもの（下記以外に、必要に応じて書類を求める場合があります）

・本人確認できる書類（運転免許証等の身分証明書）・本人名義の振込先口座が確認できる通帳またはキャッ

シュカード　・申込者の印鑑　・収入減少がわかる書類の写し

　　　（例）給与明細書、通帳等の入金履歴等新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前後の給与状況が確認できるもの

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少や失業等により、生活再建までの間に必要な生

活費用の貸付を行います。

　貸付対象：新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっ

ている世帯（新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば失業状態になくても対象となります。）

　貸付上限額：（二人以上の世帯）　月20万円以内

　　　　　　　（単身世帯）　　　　月15万円以内

　貸付期 間：原則３ヶ月以内

　据置期 間：貸付の日から1年以内

　償還期 限：据置期間経過後10年以内

　●持参していただくもの（下記以外に、必要に応じて書類を求める場合があります）

・健康保険証の写し及び住民票の写し　※世帯員数がわかるように世帯全員分　※いずれか一方に加えて運転免

許証等の身分証明書の写しでも可　・本人名義の振込先口座が確認できる通帳またはキャッシュカード　・申込

者の印鑑　・収入減少がわかる書類の写し　・自立相談支援機関<まいさぽ>の「相談受付・申込票」の写し

　　　（例）給与明細書、収入が入る通帳、売上表など　または失業にあたっては離職票や個人事業の廃業届の写し

　●貸付期間延長について
・総合支援資金の特例貸付は３ヶ月を原則に借入申込を受け付けていますが、新型コロナウイルスの影響を受け

引き続き収入の減少や失業等による生活が困窮している場合は、貸付期間を延長できる場合があります。

貸付対象：①総合支援資金特例貸付が決定している借受人がいる世帯で、借入理由となった世帯員が、貸付期

間の3月目において、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により、生活

に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯　②上記世帯員が、生活困窮者自立支援法に基

づく自立相談支援機関<まいさぽ>による支援を継続的に受けることができる世帯

■ 総合支援資金特例貸付

受付・お問合せ窓口：南箕輪村社会福祉協議会　TEL76－5522
　　　　　　　　　　相談受付には原則予約が必要になりますので、事前に南箕輪村社会福祉協議会へお問合せ下さい。

下記の皆様よりご寄付をいただきました。
コロナ禍における子どもたちの支援に使わせていただきます。

・ルビコン株式会社様…………………… 寄付金 ・長野県経営者協会　上伊那支部様… 寄付金

善意をありがとうございました。善意をありがとうございました。善意をありがとうございました。

(令和３年９月１日現在)

　住民の皆様にご協力いただきました会費は、福祉の向上のため、心配ごと・法律・結婚相談、

福祉団体活動補助、権利擁護事業、支えあいマップ作り等に大切に活用させていただきます。

　子どももお年寄りも、障がいをもつ人も、もたない人も「誰もが住み慣れた地域で安心して暮

らせる福祉のむらづくり」を目指していきます。

会員　3,397世帯

会費　2,379,902円

　このイベントに社協も参加します。子ども用品のリユース会への参加や

ハンドメイド作品の販売では、障がい者生きがいセンターで作っている製

品の販売をします。コップ入れやお弁当袋・布団カ

バーなど保育園や学校生活で使うもののほかにトー

トバックや小銭入れなども販売します。

　大勢の皆さんのご来場をお待ちしています。

　令和３年度の社協まつりは、新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止のため中止となりました。
　２年続きの中止となりましたが、つながる・パパ＆ママフェスティバル

への参加を通じて、社協も皆様とつながっていきたいと思っています。

つながる・パパ＆ママ
フェスティバル

南箕輪村と箕輪町の女性就業支援相談室は、「パパ友やママ友」と「地域」
そして多くの皆さんへとつながりを持てるフェスティバルを開催します。

2021.10.24 sun
10:00～16:00　場所：村民センター
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　毎年10月に開催してきました社協まつりは、

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年

に引き続き本年度も中止とさせていただきます。

　来年はコロナ感染が収束することを祈り、社協

まつり開催に向け知恵を絞り準備してまいりま

すので、皆様のご理解ご協力をお願いします。
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■心配ごと相談は、随時受付ています。事前に社会福祉協議会(７６－５５２２)へ連絡をお願いします。

給食サービス
２月16日(水)
３月９日(水)
３月23日(水)

10月13日(水)
10月27日(水)
11月10日(水)

11月24日(水)
12月８日(水)
12月22日(水)

１月12日(水)
１月26日(水)
２月９日(水)

法律相談
10月22日
11月26日

(要予約)  午後3時～午後5時
※相談場所…社協相談室

12月17日

結　婚　相　談
10月９日 午前10時～正午

10月24日 午後1時30分～午後3時30分

11月13日 午前10時～正午

11月21日 午後1時30分～午後3時30分

12月11日 午前10時～正午

12月26日 午後1時30分～午後3時30分

※相談場所…松寿荘 相談室

☎76-7604

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、お昼を挟まない半日でのご利用をお願いしています。

（感染拡大状況によっては、変更となる場合があります）ご理解とご協力をお願いします。

月 火 水 木 金 土

10

　
　月

11

　
　月

12

　
　月

4

11

絵手紙

18

絵手紙

25

絵手紙

1

8

絵手紙

15

絵手紙

22

絵手紙

29

絵手紙

6

13

絵手紙

20

絵手紙

27

絵手紙

5

折り紙

12

マスク作り

19

体操

26

お楽しみ

2

ぬり絵

9

折り紙

16

マスク作り

23

休み

30

体操

7

折紙

14

ぬり絵

21

お楽しみ

28

6

パッチワーク

13

パッチワーク

20

パッチワーク

27

パッチワーク

3

パッチワーク

10

パッチワーク

17

パッチワーク

24

パッチワーク

1

パッチワーク

8

パッチワーク

15

パッチワーク

22

パッチワーク

29

休み

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

休み

1

切り絵

8

切り絵

15

切り絵

22

切り絵

29

切り絵

5

切り絵

12

切り絵

19

切り絵

26

切り絵

3

切り絵

10

切り絵

17

切り絵

24

切り絵

31

休み

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

「ぽっかぽかの家」の予定表
　ぽっかぽかの家では、コロナ禍において少人数でも気軽にできるイベ

ントを開催しています。また、10月は切り絵サークル、12月は絵手紙

サークルの皆さんの作品展示を行っています。

　お友達をお誘いし、お気軽にお越しください。少人数ですが、気持ち

は「密」に温かく、皆さまのお越しをお待ちしています(^^)/

新型コロナウイルス感染症の感染状況に

よって、イベントを休止する場合が有りま

す。あらかじめご了承ください。

また、持ち物が必要になるイベントもござ

います。お気軽にお問い合わせください。

サークル活動日

▶絵手紙サークル
　　 毎週月曜日 午後

▶パッチワークサークル
　　 毎週水曜日 午前

▶切り絵サークル
　　 毎週金曜日 午前


